
 
 

 
 

ミテネインターネット株式会社 

E-mail: info@mitene.or.jp 

Phone: 0120-010865 （0776-20-3108）

Fax: 0776-21-5824 

様式 IN00032 

顧客番号  
 

法人様向け mitene モバイル TypeE・TypeES 申込書 
 
ミテネインターネット株式会社 行 
ミテネインターネットサービス契約約款及び mitene モバイル利用規約に承諾の上、契約を申し込みます。 
 

                       年    月    日  
■お客様情報 

会社名 

 

 

 

 

部署名・役職  

フリガナ 
 

ご担当者名  

 

〒 

 

 

 

              

ご住所 

連絡先電話番号：(        )       － FAX：(        )       － 

連絡先メールアドレス  

 
 
■お支払い情報 

〒   － ご担当者名 

請求書送付先 
社名・部署名 TEL：(      )      － 

FAX：(      )      － 

お支払方法 
□ 請求書発行 「15日締・20日締・末締     日指定銀行口座お振込」 

□ 銀行口座振替  (※別紙 預金口座振替依頼書にご記入下さい) 

お支払単位 

□ 毎月支払い 

□ 年払い（1年分一括前払い） 
(※お申込の翌月に1年分を一括請求させて頂きます。途中解約の場合ご返金出来ませんので予めご了承下さい) 

 
 
■お申し込み内容 

下記のいずれかを選択して下さい。（料金は裏面をご参照下さい。） 

□ タイプＥ  レンタルプランＡ（動的ＩＰ） イー・モバイル網を利用 

□ タイプＥ  レンタルプランＢ（動的ＩＰ） イー・モバイル網を利用 

 

＿＿＿＿ 台 

＿＿＿＿ 台 サービス種別 

 

□ タイプＥＳ レンタルプランＡ（固定ＩＰ） イー・モバイル網を利用 

□ タイプＥＳ レンタルプランＢ（固定ＩＰ） イー・モバイル網を利用 

＿＿＿＿ 台 

＿＿＿＿ 台 

端末タイプ  Ｄ２２ＨＷ ＵＳＢ型 

※端末はレンタルとなります。 

※最低利用年数は２年になります。２年以内に解約された場合、解約違約金９,９７５円が発生します。 

※端末の故障【自然故障を除く】及び紛失時には亡失負担金として３１,５００円が発生します。 

社印 

印



 
 

 
 

ミテネインターネット株式会社 
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miteneモバイルTypeE・TypeES利用規約 
 

第1条（本規約の適用）  

この利用規約（以下「本規約」といいます）は、ミテネインターネット株式会社（以下「当社」といいます）が提供する「miteneモバイルサービス(以下

「本サービス」といいます）をご利用いただくにあたり、本サービスの利用者（以下「利用者」といいます）と当社との間の本サービス提供に係るすべ

ての関係に適用されるものとします。  

 

第2条（契約約款との関係）  

本規約は、本サービスの契約約款の一部を構成するものとし、本規約に規定されていない事項については、契約約款を適用するものとします。ま

た本規約と契約約款が異なる規定をなした場合は、その規定に限り、まずは本規約を、その次に契約約款の順に適用するものとします。  

 

第3条（本サービスの内容）  

本サービスは、当社が株式会社インターネット・イニシアティブとの契約を通してイー・モバイル株式会社の「EMモバイルブロードバンド」サービス網

（HSDPA、HSUPA規格）を利用して提供する無線のデータ通信サービスであり、その詳細は本サービスを提供するWebサイト（以下「本サイト」といい

ます）に記載する通りとします。  

 

第4条（個人情報のお取扱いについての注意事項）  

miteneモバイルサービスでは本サービスお申込み時にご記入いただいたお客様の個人情報を、サービス提供およびサポートに必要な範囲で、株式

会社インターネットイニシアティブ及びイー・モバイル株式会社に開示させていただきます。  

 

第5条（IPアドレスの特定）  

利用者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。  

利用者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。 

  

第6条（貸与品・接続機器の準備・使用・管理）  

本サービスの利用に必要なデータ通信機器（本体）・EMchip(USIMカード)･接続ケーブル等の付属品など（以下、これらを総称して「機器等」とい

う）は、一契約あたり一式を当社が利用者に貸与するものとします。 なお、利用者は、EMchip(USIMカード)のみの貸与を当社に請求することは

できないものとします。  

前項の機器等以外、本サービスを利用するために必要なその他の機器、ソフトウェア等の利用に要する費用は利用者の負担とします。  

利用者は、本サービスの利用にあたり発信者番号通知を行うものとします。  

利用者は、当社から貸与している機器等を善良な管理者の注意をもって使用・管理するものとします。  

機器等の貸与を受けている利用者は、機器等が盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとしま

す。  

当社は、第三者が機器等を利用した場合であっても、その機器等の貸与を受けている利用者が利用したものとみなして取り扱うものとします。  

当社は、機器等の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について責任を負わないものとします。  

利用者は移動無線機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他移動無線機器等としての通常の用途以外の使用をしな

いものとします。  

利用者は移動無線機器等について、賃与、譲渡その他の処分をしないものとします。  

利用者は、本サービスの利用に支障を与えないために、機器等その他本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア等を、正常に稼動す

るように自らの責任において維持・管理するものとします。  

利用者は、当社が指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いた本サービスの利用、および当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以

外への接続による通信を行ってはならないものとします。  

 

第7条（品質保証又は保証の限定）  

当社が本サービスにおいて定める通信速度は、最高時のものであり、接続状況、利用者が保有する機器、ソフトウェア等の環境、その他理由によ

り変化するものであることを、利用者は承諾するものとします。なお、当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないも

のとします。  

 

第8条（本サービス利用にあたっての条件）  

利用者は、当社が別途定める契約約款等に基づく契約を締結することを条件とします。  

本サービスは、サービス利用開始月より2年以内に契約を途中解除する場合、利用者は本サイトに記載する違約金を支払うものとします。  

 

第9条（諸規定等）  

当社が本サイト上に定める利用条件、利用方法、利用料金、その他本サービスに関する規定（以下総称して「諸規定等」といいます）は、本規約の

一部を構成するものとします。なお、本規約の定めと諸規程等の定めが異なる場合は、諸規定等の定めが優先して適用されるものとします。  

 

第10条（利用料金）  

本サービスの初期費用および月額利用料金等は、本サイトまたは別紙料金表に記載する通りとします。  

本サービス提供にあたり、前項以外にかかる違約金、手数料および負担金については本サイトまたは別紙料金表に記載する通りとします。なお、

本サービスの申込、故障機器交換、解約等により機器等を当社から配送する費用および利用者から当社へ配送する費用の負担についても、本

サイトまたは別紙料金表に記載する通りとします。  

 

第11条（本サービス利用契約の解除）  

本サービスは、利用者が契約約款にもとづく当社所定の手続きを行った場合、契約約款にしたがって利用者と当社の契約は解除されます。  

 

第12条（最低利用期間途中の契約解除の違約金）  

利用者が本サービスの契約を解除したとき、または契約約款第17条にもとづいて当社が利用者の会員資格を取り消したとき、これらが本サービ

ス利用開始月から2年以内の途中契約解除に該当する場合は、本サイトに記載する違約金を支払うものとします。  

 

第13条（貸与品の返却）  

利用者は、以下の場合、機器等の貸与品を当社の定める期限内にすみやかに当社所定の方法により当社指定の場所へ返却するものとします。

なお、正当な理由なく当社の定める期限内に貸与品を返却しない場合、利用者は本サイトに記載する手数料および負担金を当社に支払うものと

します。  

    貸与品の返却を要する場合  

        * 本サービスの利用契約が解除されたとき  

        * 利用者が機器等の保守（機器交換等）を当社に申し出たとき（故障機器等の返却） 

 

     当社の定める貸与品の返却期限 

        *  解約月の末日から20日以内 

        *  機器交換等を当社に申し出、代替機器が利用者に届いてから20日以内 

 

第14条（本サービスの変更、廃止）  

当社は、相応なる予告期間をもって、当社所定の方法（本サイトへの掲示を含みます）により利用者に通知することにより、本サービスの変更また

は廃止することができるものとします。  

当社は、前項による本サービスの変更または廃止については、当社の故意または重大なる過失に基づく場合を除き、利用者に対して一切責任を

負わないものとします。  

 

第15条（その他）  

本サービスの利用にあたり、本サービスの内容および利用料金に関する問合せは、当社が受け付けるものとします。  

当社は、契約者の承諾無しにこの規約を変更する事があります。この場合は、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。 

 

 

 

■ miteneモバイルTypeE 初期費用 

料金内訳 初期費用 

miteneモバイルTypeE 基本契約料 21,000円 →5,250円

miteneモバイルTypeE 登録手数料 3,150円

miteneモバイルTypeE 端末初期費用 0円

合計 24,150円 →8,400円

 

■ miteneモバイルTypeE 月額費用 

料金内訳 月額費用 

miteneモバイルTypeE 月額基本料 4,830円

miteneモバイルTypeE 端末レンタル料   840円

miteneモバイルTypeE ユニバーサルサービス料     8円

合計 5,678円

 

 

 

 

■ miteneモバイルTypeE 初期費用 

料金内訳 初期費用 

miteneモバイルTypeE 基本契約料 21,000円 →5,250円

miteneモバイルTypeE 登録手数料 3,150円

miteneモバイルTypeE 端末初期費用 34,650円

合計 58,800円 →43,050円

 

■ miteneモバイルTypeE 月額費用 

料金内訳 月額費用 

miteneモバイルTypeE 月額基本料 4,830円

miteneモバイルTypeE 端末レンタル料   105円

miteneモバイルTypeE ユニバーサルサービス料     8円

合計 4,943円

 

 

 

 

 

 

■ miteneモバイルTypeES（固定ＩＰ） 初期費用 

料金内訳 初期費用 

miteneモバイルTypeES 初期費用 10,500円

合計 10,500円

 

■ miteneモバイルTypeES（固定ＩＰ） 月額費用 

料金内訳 月額費用 

miteneモバイルTypeES 月額費用 10,290円

miteneモバイルTypeES ユニバーサルサービス料 8円

合計 10,298円

 

 

 

■ miteneモバイルTypeES（固定ＩＰ） 初期費用 

料金内訳 初期費用 

miteneモバイルTypeES 初期費用 45,150円

合計 45,150円

 

■ miteneモバイルTypeES（固定ＩＰ） 月額費用 

料金内訳 月額費用 

miteneモバイルTypeES 月額費用 9,450円

miteneモバイルTypeES ユニバーサルサービス料 8円

合計 9,458円

 

 

 

違約金、負担金、再発行手数料 

内容 金額 

最低契約期限内（２年）に解約された場合の解約違約金 9,975円

端末の故障（自然故障を除く）及び紛失時の亡失負担金 31,500円

ＳＩＭカード（ＥＭ ｃｈｉｐカード）の再発行を行った場合のＳＩＭカード再発行手数料 5,250円

 

レンタルプランＡ

レンタルプランＢ

レンタルプランＡ

レンタルプランＢ

mitene モバイル TypeE サービス料金

mitene モバイル TypeES（固定ＩＰ） サービス料金表 


